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新型コロナウイルス感染症にかかる保険料(税)減免について

問合先　保険年金課国民健康保険担当・高齢者医療担当、介護保険課介護保険担当

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
次
の
要
件
を
満

た
す
方
は
、
保
険
料（
税
）が
減
免

と
な
り
ま
す
。

保
険
料（
税
）の
減
免
の
対
象
と
な

る
方

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が

死
亡
し
、
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
世
帯
の
方

→
保
険
料（
税
）を
全
額
免
除

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維

持
者
の
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る

世
帯
の
方

→
保
険
料（
税
）の
一
部
を
減
額

介護保険後期高齢者
医療保険

国民健康保険

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の 
適用期間を延長します

問合先　保険年金課国民健康保険担当・高齢者医療担当

都市計画変更案の縦覧について

問合先　都市計画課都市計画担当

９
月
30
日
ま
で
適
用
期
間
が
延
長

に
な
り
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方
に
傷

病
手
当
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
方
、
ま
た
は
発
熱
な

ど
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ

れ
、
そ
の
療
養
の
た
め
仕
事
を
休

ん
だ
方

・
勤
務
先
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
方
で
、
療
養
の

た
め
仕
事
を
休
ん
だ
期
間
の
給
与

な
ど
が
支
給
さ
れ
な
い
方

※
　
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一

部
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
間

は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
そ
の
給
与
収
入

が
、
傷
病
手
当
金
よ
り
少
な
い
と

　
坂
戸
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た

り
、
都
市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ

く
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧

内
容
　
第
66
号
生
産
緑
地
地
区
の

廃
止

期
間
　
７
月
15
日
㈮
～
29
日
㈮
８

時
30
分
～
17
時
15
分（
土
・
日
曜

日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

場
所
　
都
市
計
画
課

き
は
、
差
額
を
支
給
し
ま
す

適
用
期
間

　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
９
月
30
日
の
間
で
療
養
の
た

め
連
続
し
て
仕
事
を
休
ん
だ
期
間

の
う
ち
４
日
目
以
降（
入
院
が
継

続
す
る
場
合
は
、
最
長
１
年
６
か

月
ま
で
） 

申
請
方
法

　
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
医
師
の
証
明（
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
の
み
）や
事

業
主
の
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

後期高齢者医療保険

国民健康保険

意
見
書
の
提
出

対
象
　
市
内
に
住
所
を
有
す
る

方
、
利
害
関
係
の
あ
る
方

提
出
期
限
　
７
月
29
日
㈮（
必
着
）

提
出
方
法
　
縦
覧
場
所
に
あ
る

所
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
郵
送（
〒
３
５
０
―

２
２
９
２
住
所
不
要
）ま
た
は
都

市
計
画
課
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料

(1)から(3)のすべてに該当すること (1)と(2)のどちらにも該当すること

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて
10分の3以上減少する見込みであること

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに
見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3
以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること (2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前
年の所得の合計額が400万円以下であること(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

申請先および問合先
※　それぞれの保険料(税)により、減免申請期限が異なりますのでご確認ください

保険年金課国民健康保険担当 保険年金課高齢者医療担当 介護保険課介護保険担当
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国民年金免除に係る臨時特例手続き 

問合先　保険年金課国民年金担当

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
っ
て
、
収
入
が
減
少

し
て
し
ま
っ
た
方
が
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
臨
時
特
例
手
続
き
が
令
和
２

年
５
月
１
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。

対
象
と
な
る
方

　
令
和
２
年
２
月
以
降
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
減
少
し
た
方
で
、
当

年
中
の
所
得
の
見
込
額
が
、
現
行

の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど

に
該
当
す
る
水
準
に
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
方

対
象
期
間

　
令
和
２
年
２
月
分
以
降
の
国
民

年
金
保
険
料
が
対
象
で
す
。

免
除
猶
予

令
和
元
年
度
分（
令
和
２
年
２
月

～
令
和
２
年
６
月
）

令
和
２
年
度
分（
令
和
２
年
７
月

～
令
和
３
年
６
月
）

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年
７
月

～
令
和
４
年
６
月
）

令
和
４
年
度
分（
令
和
４
年
７
月

～
令
和
５
年
６
月
）

学
生
納
付
特
例

令
和
元
年
度
分（
令
和
２
年
２
月

～
令
和
２
年
３
月
）

令
和
２
年
度
分（
令
和
２
年
４
月

～
令
和
３
年
３
月
）

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年
４
月

～
令
和
４
年
３
月
）

令
和
４
年
度
分（
令
和
４
年
４
月

～
令
和
５
年
３
月
）

※
　
各
年
度
分
ご
と
に
申
請
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
令
和
４
年
度
分
の
免
除
猶
予

の
申
請
は
７
月
１
日
㈮
か
ら
受
付

開
始
と
な
り
ま
す

必
要
書
類

①
一
般
の
方

免
除
申
請
書
お
よ
び
所
得
の
申
立

書（
臨
時
特
例
用
）

②
学
生
の
方

学
生
納
付
特
例
申
請
書
、
所
得
の

申
立
書（
臨
時
特
例
用
）お
よ
び
学

生
証
の
コ
ピ
ー

手
続
き
方
法

　
必
要
書
類
を
保
険
年
金
課
国
民

年
金
担
当
ま
た
は
川
越
年
金
事
務

所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
免
除
申
請
書
な
ど
は
、
日
本

年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
申
請
書
の
提
出
は
、
で
き

る
限
り
郵
送
で
の
手
続
き
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

日本年金機構HP

低所得の子育て世帯に対する給付金 

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面

す
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対

し
、
生
活
の
支
援
を
行
う
た
め
、

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

給
付
内
容

対
象
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

対
象（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方（
手
当

受
給
口
座
に
振
り
込
む
た
め
、
申

請
不
要
）

②
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
要
申
請
）

ア
　
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
令
和
４
年
４
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
方

イ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
と
同
水
準
と
な
っ
た
方

対
象（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
分
）

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
で
、
令
和
４
年
度

分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の

方（
手
当
受
給
口
座
に
振
り
込
む

た
め
、
申
請
不
要
。
た
だ
し
、
公

務
員
の
方
は
要
申
請
）

②
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
要
申
請
）

ア
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
が
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
の
方
と
同
水
準
と
な

っ
た
方

イ
　
令
和
４
年
度
の
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
の
方

詳細はこちら
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国民年金免除に係る臨時特例手続き 

問合先　保険年金課国民年金担当

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
っ
て
、
収
入
が
減
少

し
て
し
ま
っ
た
方
が
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
臨
時
特
例
手
続
き
が
令
和
２

年
５
月
１
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。

対
象
と
な
る
方

　
令
和
２
年
２
月
以
降
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
減
少
し
た
方
で
、
当

年
中
の
所
得
の
見
込
額
が
、
現
行

の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど

に
該
当
す
る
水
準
に
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
方

対
象
期
間

　
令
和
２
年
２
月
分
以
降
の
国
民

年
金
保
険
料
が
対
象
で
す
。

免
除
猶
予

令
和
元
年
度
分（
令
和
２
年
２
月

～
令
和
２
年
６
月
）

令
和
２
年
度
分（
令
和
２
年
７
月

～
令
和
３
年
６
月
）

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年
７
月

～
令
和
４
年
６
月
）

令
和
４
年
度
分（
令
和
４
年
７
月

～
令
和
５
年
６
月
）

学
生
納
付
特
例

令
和
元
年
度
分（
令
和
２
年
２
月

～
令
和
２
年
３
月
）

令
和
２
年
度
分（
令
和
２
年
４
月

～
令
和
３
年
３
月
）

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年
４
月

～
令
和
４
年
３
月
）

令
和
４
年
度
分（
令
和
４
年
４
月

～
令
和
５
年
３
月
）

※
　
各
年
度
分
ご
と
に
申
請
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
令
和
４
年
度
分
の
免
除
猶
予

の
申
請
は
７
月
１
日
㈮
か
ら
受
付

開
始
と
な
り
ま
す

必
要
書
類

①
一
般
の
方

免
除
申
請
書
お
よ
び
所
得
の
申
立

書（
臨
時
特
例
用
）

②
学
生
の
方

学
生
納
付
特
例
申
請
書
、
所
得
の

申
立
書（
臨
時
特
例
用
）お
よ
び
学

生
証
の
コ
ピ
ー

手
続
き
方
法

　
必
要
書
類
を
保
険
年
金
課
国
民

年
金
担
当
ま
た
は
川
越
年
金
事
務

所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
免
除
申
請
書
な
ど
は
、
日
本

年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
申
請
書
の
提
出
は
、
で
き

る
限
り
郵
送
で
の
手
続
き
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

日本年金機構HP

低所得の子育て世帯に対する給付金 

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面

す
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対

し
、
生
活
の
支
援
を
行
う
た
め
、

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

給
付
内
容

対
象
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

対
象（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方（
手
当

受
給
口
座
に
振
り
込
む
た
め
、
申

請
不
要
）

②
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
要
申
請
）

ア
　
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
令
和
４
年
４
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
方

イ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
と
同
水
準
と
な
っ
た
方

対
象（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
分
）

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
で
、
令
和
４
年
度

分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の

方（
手
当
受
給
口
座
に
振
り
込
む

た
め
、
申
請
不
要
。
た
だ
し
、
公

務
員
の
方
は
要
申
請
）

②
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
要
申
請
）

ア
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
が
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
の
方
と
同
水
準
と
な

っ
た
方

イ
　
令
和
４
年
度
の
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
の
方

詳細はこちら
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

問合先　保険年金課国民年金担当

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
納
め
る
こ
と

が
免
除
さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」、
保
険
料
の
全
部
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予

制
度
」
が
申
請
で
き
ま
す
。

　「
全
額
免
除
・
一
部
免
除
」
は
、

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
審
査
対
象
と
な
り
、「
納

付
猶
予
」
は
、
本
人
、
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
審
査
対
象（
た
だ
し
、

50
歳
未
満
の
方
）と
な
り
ま
す
。

申
請
期
間

　
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で

す
。
過
年
度
分
は
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
退
職
し
た
場
合
は
、
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
公
的

機
関
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を

継
続
で
申
請
し
承
認
さ
れ
た
方

は
、
窓
口
で
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
継
続
申
請
の

方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
審
査

結
果
が
10
月
頃
ま
で
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
追
納

　
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
古
い
順
に
追
納
で

き
ま
す
。
納
め
た
保
険
料
は
、
将

来
受
け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。

　
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
年
度

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年

度
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険
料
に

一
定
の
金
額
を
加
算
し
て
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
免
除
に
つ
い
て
は
、
保

険
料
を
追
納
し
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
承
認
さ
れ
た
免
除
の
種
類
に

応
じ
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額

に
計
算
さ
れ
ま
す
。

申
請
窓
口

保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当

国民健康保険被保険者証の一斉更新を行います

問合先　保険年金課国民健康保険担当

　
現
在
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま

で
で
す
。新
し
い
被
保
険
者
証（
茶

色
）は
７
月
中
旬
か
ら
順
次
、
世

帯
主
あ
て
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送

り
ま
す
。
７
月
末
に
な
っ
て
も
届

か
な
い
場
合
や
記
載
内
容
に
誤
り

が
あ
る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
令
和
５
年
７
月
31
日
ま
で
で
す

○
有
効
期
間
内
に
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
対
象
者
に
な
る
方
は
誕

生
日
か
ら
、
被
保
険
者
証
が
切
り

替
え
と
な
り
ま
す

○
有
効
期
限
が
切
れ
た
被
保
険
者

証
は
、
ご
自
身
で
裁
断
す
る
な
ど

し
て
、
処
分
を
お
願
い
し
ま
す

○
被
保
険
者
証
裏
面
に
臓
器
提
供

に
関
す
る
意
思
表
示
欄
が
あ
り
ま

す
。
意
思
表
示
欄
の
個
人
情
報
保

護
シ
ー
ル
を
希
望
さ
れ
る
方
に

は
、
市
内
各
公
共
施
設
で
配
布
し

ま
す

70
歳
以
上
の
方
へ

　
令
和
２
年
８
月
1
日
か
ら
「
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」と「
高

齢
受
給
者
証
」
が
一
体
化
し
「
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
一
部
負
担
割
合（
２
割
ま
た
は

３
割
）は
「
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
に
記

載
し
て
い
ま
す

○
こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
る
方
は
、

誕
生
日
の
翌
月（
１
日
生
ま
れ
の

方
は
誕
生
月
）か
ら
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
対
象
月
の
前
月
下
旬

頃
に
郵
送
し
ま
す

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

　
国
保
加
入
者
が
会
社
の
健
康
保

険
に
加
入
ま
た
は
扶
養
に
な
っ
た

と
き
は
、
国
保
の
資
格
喪
失
手
続

き
が
必
要
で
す
。
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
後
に
、
国
保
の
被
保

険
者
証
を
使
い
診
療
を
受
け
た
場

合
は
、
国
保
負
担
分
の
医
療
費
を

お
返
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
に
必
要
な
も
の

①
国
保
の
被
保
険
者
証
②
職
場
な

ど
の
保
険
証
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確

認
書
類（
①
～
③
と
も
に
世
帯
主

お
よ
び
対
象
者
分
）④
運
転
免
許

証
ま
た
は
旅
券
な
ど（
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書
）

滞
納
し
て
い
る
世
帯
の
方

　
国
民
健
康
保
険
税
を
１
年
以
上

滞
納
し
て
い
る
世
帯
は
、
有
効
期

間
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証
を
７

月
上
旬
以
降
に
交
付
し
ま
す
。
別

途
通
知
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
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国民健康保険税の納税通知書を送付します

問合先　保険年金課国民健康保険担当

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
保
加
入
世

帯
の
人
数
、
所
得
に
応
じ
て
納
め
る
市

税
で
す
。

　
今
年
度
分
の
納
税
通
知
書
は
７
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。
７
月
15
日
㈮
を
過

ぎ
て
も
届
か
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

保
険
税
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

　
世
帯
主
が
国
保
加
入
者（
被
保
険
者
）

か
に
関
わ
ら
ず
、
納
税
義
務
者
は
世
帯

主
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
税
の

算
定
は
加
入
者
の
み
で
計
算
し
ま
す
。

ま
た
、
納
税
通
知
書
の
ほ
か
、
被
保
険

者
証
の
送
付
や
未
納
の
場
合
の
督
促
状

な
ど
も
、
す
べ
て
世
帯
主
宛
と
な
り
ま

す
。

保
険
税
の
納
め
方

　
国
保
加
入
者
が
65
歳
以
上
の
方
の
み

の
世
帯
で
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

主
の
方
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
、
保
険
税
は
年
金
か
ら
差
し
引
か

れ
る
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
普
通
徴
収
と

な
り
、
原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
納
期
限
の
日
に

自
動
的
に
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
と
な
る
た
め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な

り
、
支
払
に
行
く
手
間
が
省
け
ま
す
。

　
口
座
振
替
以
外
で
の
普
通
徴
収
と
し

て
、
電
子
マ
ネ
ー（
５
月
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
）、
納
付
書
払
い
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド（
別
途
、
決
済
手
数
料
が
か
か
り

ま
す
）に
よ
る
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
納
め
忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
の
加
算
や

滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
滞
納

が
続
く
と
短
期
被
保
険
者
証
や
資
格
証

明
書
の
代
替
発
行
、
ま
た
、
人
間
ド
ッ

ク
の
補
助
な
ど
の
給
付
の
制
限
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者（
特
定
受
給
資
格
者

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
）は
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
会
社
の
都
合
で
離
職
さ
れ
た
方
の
保

険
税
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
　
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
で
あ

り
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
、
そ
の
理
由
が
非
自
発
的
失
業

で
あ
る
方

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年

度
末
ま
で

申
告
に
必
要
な
も
の
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
被
保
険
者
証

未
就
学
児
均
等
割
額
の
軽
減
額
拡
充

　
令
和
４
年
度
以
降
の
保
険
税
に
つ
い

て
、
子
育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
か
ら
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
未

就
学
児
の
均
等
割
保
険
税
の
５
割
を
軽

減
し
ま
す
。

　
世
帯
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
金

額
が
一
定
以
下
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る

軽
減
措
置
を
受
け
る
世
帯
の
未
就
学
児

に
つ
い
て
は
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た

７
割
・
５
割
・
２
割
の
軽
減
を
し
た
後

の
均
等
割
保
険
税
額
か
ら
５
割
を
軽
減

し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
係
る
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
す
る
な
ど
、
条

件
に
該
当
す
る
世
帯
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

電子マネー決済
についてはこちら

国民健康保険税
についてはこちら

令和4年度国民健康保険税算出方法

課税の基礎 医療分
（0〜74歳）

後期分
（0〜74歳）

介護分
（40〜64歳）

所得割額 （令和3年中の所得金額−43万円）×右の税率 7.4% 1.6% 1.5%

均等割額 被保険者1人について 2万1000円 1万1000円 1万1000円

※　4月号でもお知らせしたとおり、令和3年度と比較して、所得割額の介護分を0.3％、均等割額の医療分4000円、
後期分1000円、介護分1000円を引き上げました
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国民健康保険税の納税通知書を送付します

問合先　保険年金課国民健康保険担当

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
保
加
入
世

帯
の
人
数
、
所
得
に
応
じ
て
納
め
る
市

税
で
す
。

　
今
年
度
分
の
納
税
通
知
書
は
７
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。
７
月
15
日
㈮
を
過

ぎ
て
も
届
か
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

保
険
税
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

　
世
帯
主
が
国
保
加
入
者（
被
保
険
者
）

か
に
関
わ
ら
ず
、
納
税
義
務
者
は
世
帯

主
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
税
の

算
定
は
加
入
者
の
み
で
計
算
し
ま
す
。

ま
た
、
納
税
通
知
書
の
ほ
か
、
被
保
険

者
証
の
送
付
や
未
納
の
場
合
の
督
促
状

な
ど
も
、
す
べ
て
世
帯
主
宛
と
な
り
ま

す
。

保
険
税
の
納
め
方

　
国
保
加
入
者
が
65
歳
以
上
の
方
の
み

の
世
帯
で
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

主
の
方
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
、
保
険
税
は
年
金
か
ら
差
し
引
か

れ
る
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
普
通
徴
収
と

な
り
、
原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
納
期
限
の
日
に

自
動
的
に
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
と
な
る
た
め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な

り
、
支
払
に
行
く
手
間
が
省
け
ま
す
。

　
口
座
振
替
以
外
で
の
普
通
徴
収
と
し

て
、
電
子
マ
ネ
ー（
５
月
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
）、
納
付
書
払
い
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド（
別
途
、
決
済
手
数
料
が
か
か
り

ま
す
）に
よ
る
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
納
め
忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
の
加
算
や

滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
滞
納

が
続
く
と
短
期
被
保
険
者
証
や
資
格
証

明
書
の
代
替
発
行
、
ま
た
、
人
間
ド
ッ

ク
の
補
助
な
ど
の
給
付
の
制
限
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者（
特
定
受
給
資
格
者

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
）は
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
会
社
の
都
合
で
離
職
さ
れ
た
方
の
保

険
税
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
　
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
で
あ

り
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
、
そ
の
理
由
が
非
自
発
的
失
業

で
あ
る
方

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年

度
末
ま
で

申
告
に
必
要
な
も
の
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
被
保
険
者
証

未
就
学
児
均
等
割
額
の
軽
減
額
拡
充

　
令
和
４
年
度
以
降
の
保
険
税
に
つ
い

て
、
子
育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
か
ら
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
未

就
学
児
の
均
等
割
保
険
税
の
５
割
を
軽

減
し
ま
す
。

　
世
帯
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
金

額
が
一
定
以
下
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る

軽
減
措
置
を
受
け
る
世
帯
の
未
就
学
児

に
つ
い
て
は
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た

７
割
・
５
割
・
２
割
の
軽
減
を
し
た
後

の
均
等
割
保
険
税
額
か
ら
５
割
を
軽
減

し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
係
る
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
す
る
な
ど
、
条

件
に
該
当
す
る
世
帯
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

電子マネー決済
についてはこちら

国民健康保険税
についてはこちら

令和4年度国民健康保険税算出方法

課税の基礎 医療分
（0〜74歳）

後期分
（0〜74歳）

介護分
（40〜64歳）

所得割額 （令和3年中の所得金額−43万円）×右の税率 7.4% 1.6% 1.5%

均等割額 被保険者1人について 2万1000円 1万1000円 1万1000円

※　4月号でもお知らせしたとおり、令和3年度と比較して、所得割額の介護分を0.3％、均等割額の医療分4000円、
後期分1000円、介護分1000円を引き上げました
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『限度額適用認定証』の交付・更新について

問合先　保険年金課国民健康保険担当・高齢者医療担当

　
入
院
や
通
院
に
よ
り
１
か
月
に
支

払
う
医
療
費
の
一
部
負
担
金
が
一
定

額
を
超
え
る
と
き
に
は
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
医

療
機
関
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
認
定
は
、
申
請
月
か
ら
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
既
に
交
付
を
し
て
い
る

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

な
ど
は
有
効
期
限
が
７
月
31
日
で
満

了
と
な
り
ま
す
。
必
要
な
方
は
、
７

月
20
日
㈬
よ
り
郵
送
ま
た
は
、
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
申
請
に
必
要
な
も
の

・
限
度
額
適
用
認
定
申
請
書（
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
）

・
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）の

写
し

・
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

窓
口
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

・
金
額
の
記
載
の
あ
る
課
税
証
明
書

（
令
和
４
年
１
月
２
日
以
降
鶴
ヶ
島

市
に
転
入
し
即
日
交
付
を
希
望
さ
れ

る
方
の
み
）

申
請
が
不
要
な
方

国
民
健
康
保
険
の
場
合

　
70
歳
以
上
で
所
得
区
分
「
現
役
並

み
所
得
者
Ⅲ
」
ま
た
は
、「
一
般
」

に
該
当
す
る
方

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
場
合

　「
令
和
３
年
度
中
に
交
付
さ
れ
て

い
る
方（
※
）」、「
１
割
負
担
で
住
民

税
課
税
世
帯
に
属
す
る
方
」ま
た
は
、

「
３
割
負
担
で
課
税
所
得
６
９
０
万

円
以
上
」
に
該
当
す
る
方

　
な
お
、令
和
３
年
度
に
未
交
付
で
、

令
和
４
年
度
に
お
い
て
、
住
民
税
が

非
課
税
の
世
帯
に
属
し
て
い
る
方
ま

た
は
、
課
税
所
得
６
９
０
万
円
未
満

の
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
　
令
和
４
年
度
も
継
続
該
当
に
な
る

方
に
は
、
市
か
ら
限
度
額
認
定
証
ま
た

は
、
減
額
認
定
証
を
発
送
し
ま
す

　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
、
所

得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
世

帯
に
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
が

い
る
と
、
限
度
額
が
最
上
位
所
得
者

と
な
り
ま
す
。

　
保
険
税（
保
険
料
）に
滞
納
が
あ
る

と
認
定
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 限度額 入院時食事代3回目まで 4回目以降（※2）

上位所得者
ア 所得（※1）　�901万円超 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

イ 所得（※1）
600万円超～901万円以下 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円

一　　般 ウ 所得（※1）
210万円超～600万円以下 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％ 　4万4400円

エ 所得（※1）　�210万円以下 5万7600円

住民税
非課税世帯 オ 住民税非課税 3万5400円 　2万4600円

過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

※1　国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額など
※2　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 自己負担限度額 入院時食事代外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位） 4回目以降（※5）
現役並み所得者Ⅲ（※1） 課税所得690万円以上 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

現役並み所得者Ⅱ（※1） 課税所得380万円以上 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円
現役並み所得者Ⅰ（※1） 課税所得145万円以上 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％

　4万4400円一　　般 課税所得145万円未満
1万8000円
（年間上限額14万
4000円）（※4）

5万7600円

低所得者Ⅱ（※2） 8000円 2万4600円
過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

低所得者Ⅰ（※3） 1万5000円 1食100円
※1　現役並み所得者は、住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
※2　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円・給与所得がある場合
は給与から10万円を控除)を差し引いたときに0円の方
※4　当年8月から翌年7月までの期間
※5　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額
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後期高齢者医療保険からのお知らせです 

問合先　保険年金課高齢者医療担当

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

一
斉
更
新
を
行
い
ま
す

　
現
在
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
10
月
１
日
か
ら
医
療
費
の
窓
口

負
担
割
合
が
１
割
の
方
の
う
ち
、

一
定
の
所
得
の
あ
る
方
は
窓
口
負

担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
被
保
険
者
証
は
７
月
中

旬
と
９
月
中
旬
の
２
回
、
簡
易
書

留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
制
度
改
正
の
趣
旨
な
ど

の
照
会
を
受
け
付
け
る
た
め
、
国

お
よ
び
県
に
て
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
負
担
割
合
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー（
国
）

☎
０
１
２
０・０
０
２・７
１
９

受
付
日
時
　
月
～
土
曜
日
９
時
～

18
時

○
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
係

る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
埼
玉
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
）

1回目被保険者証(茶色)
8月1日から9月30日まで
2回目被保険者証(桃色)
10月1日から令和5年7月31日まで

☎
０
１
２
０・０
８
５・９
５
０

受
付
日
時
　
月
～
金
曜
日
８
時
30

分
～
17
時
15
分

令
和
４
年
度
分
保
険
料
の
納
付
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

①
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引

き
方
法
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
６
回
の
年
金
定
期
支
払
い

の
際
に
、
年
金
の
受
給
額
か
ら
保

険
料
が
あ
ら
か
じ
め
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

②
普
通
徴
収（
納
付
通
知
書
な
ど

で
納
め
る
方
法
）

　
納
付
通
知
書
で
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
お
よ
び
納
付
忘
れ

を
防
ぐ
た
め
、
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
で
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
手
軽
に
口

座
振
替
手
続
き
が
行
え
る
、
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

県HPはこちら

市HPはこちら

マイナンバーカードの申請支援を行います

問合先　市民課住民記録担当

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

支
援
を
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま

す会
場
・
日
時

持
ち
物

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

（
通
知
カ
ー
ド
の
下
の
部
分
）ま
た

は
郵
送
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１

北
市
民
セ
ン
タ
ー

大
橋
市
民
セ
ン
タ
ー

東
市
民
セ
ン
タ
ー

富
士
見
市
民
セ
ン
タ
ー

南
市
民
セ
ン
タ
ー

西
市
民
セ
ン
タ
ー

会

　場

７
月
29
日
㈮

７
月
27
日
㈬

７
月
26
日
㈫

７
月
22
日
㈮

７
月
21
日
㈭

７
月
20
日
㈬

日

　時
9時30分～11時30分

保
険
料
の
算
出
方
法

ア
　
所
得
割
額

（
令
和
３
年
中
の
所
得
金
額
―
43
万
円
）

×
８
・
38
％

イ
　
均
等
割
額

年
間
４
万
４
１
７
０
円

ア
と
イ
の
合
計
額
が
１
年
間
の
保
険
料

と
な
り
ま
す（
賦
課
限
度
額
は
66
万
円
で

す
）。

保
険
料
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

　
災
害
や
火
災
、
収
入
減
少
な
ど
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
料
の
減
免
申

請
が
で
き
ま
す
。
事
前
に
保
険
年
金
課
高

齢
者
医
療
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
係
る
保
険
料
の
減
免
に
つ

い
て
は
、
10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

点
、
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
顔

写
真
付
き
で
な
い
も
の
は
２
点
確

認
と
な
り
ま
す
）

※
　
予
約
は
不
要
で
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
　
そ
の
場
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

カ
ー
ド
が
で
き
る
ま
で
、
１
か
月

ほ
ど
か
か
り
ま
す
　
　
　
　
　
　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
二
弾
に
つ
い

て　
９
月
30
日
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人
を
対
象

に
、
最
大
２
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト

が
つ
く
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
二
弾

が
始
ま
り
ま
し
た
。
保
険
証
と
公

金
受
取
口
座
の
紐
づ
け
に
よ
る
ポ

イ
ン
ト
付
与
に
つ
い
て
も
、
６
月

30
日
よ
り
始
ま
り
ま
し
た（
令
和

５
年
２
月
末
ま
で
申
込
み
が
で
き

ま
す
）。
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後期高齢者医療保険からのお知らせです 

問合先　保険年金課高齢者医療担当

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

一
斉
更
新
を
行
い
ま
す

　
現
在
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
10
月
１
日
か
ら
医
療
費
の
窓
口

負
担
割
合
が
１
割
の
方
の
う
ち
、

一
定
の
所
得
の
あ
る
方
は
窓
口
負

担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
被
保
険
者
証
は
７
月
中

旬
と
９
月
中
旬
の
２
回
、
簡
易
書

留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
制
度
改
正
の
趣
旨
な
ど

の
照
会
を
受
け
付
け
る
た
め
、
国

お
よ
び
県
に
て
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
負
担
割
合
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー（
国
）

☎
０
１
２
０・０
０
２・７
１
９

受
付
日
時
　
月
～
土
曜
日
９
時
～

18
時

○
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
係

る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
埼
玉
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
）

1回目被保険者証(茶色)
8月1日から9月30日まで
2回目被保険者証(桃色)
10月1日から令和5年7月31日まで

☎
０
１
２
０・０
８
５・９
５
０

受
付
日
時
　
月
～
金
曜
日
８
時
30

分
～
17
時
15
分

令
和
４
年
度
分
保
険
料
の
納
付
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

①
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引

き
方
法
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
６
回
の
年
金
定
期
支
払
い

の
際
に
、
年
金
の
受
給
額
か
ら
保

険
料
が
あ
ら
か
じ
め
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

②
普
通
徴
収（
納
付
通
知
書
な
ど

で
納
め
る
方
法
）

　
納
付
通
知
書
で
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
お
よ
び
納
付
忘
れ

を
防
ぐ
た
め
、
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
で
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
手
軽
に
口

座
振
替
手
続
き
が
行
え
る
、
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

県HPはこちら

市HPはこちら

マイナンバーカードの申請支援を行います

問合先　市民課住民記録担当

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

支
援
を
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま

す会
場
・
日
時

持
ち
物

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

（
通
知
カ
ー
ド
の
下
の
部
分
）ま
た

は
郵
送
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１

北
市
民
セ
ン
タ
ー

大
橋
市
民
セ
ン
タ
ー

東
市
民
セ
ン
タ
ー

富
士
見
市
民
セ
ン
タ
ー

南
市
民
セ
ン
タ
ー

西
市
民
セ
ン
タ
ー

会

　場

７
月
29
日
㈮

７
月
27
日
㈬

７
月
26
日
㈫

７
月
22
日
㈮

７
月
21
日
㈭

７
月
20
日
㈬

日

　時
9時30分～11時30分

保
険
料
の
算
出
方
法

ア
　
所
得
割
額

（
令
和
３
年
中
の
所
得
金
額
―
43
万
円
）

×
８
・
38
％

イ
　
均
等
割
額

年
間
４
万
４
１
７
０
円

ア
と
イ
の
合
計
額
が
１
年
間
の
保
険
料

と
な
り
ま
す（
賦
課
限
度
額
は
66
万
円
で

す
）。

保
険
料
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

　
災
害
や
火
災
、
収
入
減
少
な
ど
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
料
の
減
免
申

請
が
で
き
ま
す
。
事
前
に
保
険
年
金
課
高

齢
者
医
療
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
係
る
保
険
料
の
減
免
に
つ

い
て
は
、
10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

点
、
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
顔

写
真
付
き
で
な
い
も
の
は
２
点
確

認
と
な
り
ま
す
）

※
　
予
約
は
不
要
で
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
　
そ
の
場
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

カ
ー
ド
が
で
き
る
ま
で
、
１
か
月

ほ
ど
か
か
り
ま
す
　
　
　
　
　
　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
二
弾
に
つ
い

て　
９
月
30
日
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人
を
対
象

に
、
最
大
２
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト

が
つ
く
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
二
弾

が
始
ま
り
ま
し
た
。
保
険
証
と
公

金
受
取
口
座
の
紐
づ
け
に
よ
る
ポ

イ
ン
ト
付
与
に
つ
い
て
も
、
６
月

30
日
よ
り
始
ま
り
ま
し
た（
令
和

５
年
２
月
末
ま
で
申
込
み
が
で
き

ま
す
）。
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介護保険は社会全体で支える仕組みです

問合先　介護保険課介護保険担当

　
介
護
保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
必

要
と
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
な

ど
を
ま
か
な
う
た
め
の
大
切
な
財

源
で
す
。
今
年
度
分
の
納
付
通
知

書
は
７
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の

納
め
方

　
原
則
と
し
て
、
年
間
18
万
円
以

上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

に
は
、
保
険
料
は
年
金
か
ら
差
し

引
か
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
な
り

ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
に
よ
る
「
普
通
徴

収
」
と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

　
次
の
各
事
由
に
該
当
し
、
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
介
護

保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
る
保
険
料
の

減
免
制
度
に
つ
い
て
は
、
10
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
災
害
に
よ
り
住
宅
な
ど
に
著
し

い
損
害
を
受
け
た
場
合

○
病
気
や
事
業
損
失
な
ど
に
よ

り
、
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
場

合○
刑
事
施
設
な
ど
に
収
監
さ
れ
て

い
る
場
合

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

方
へ

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
、
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
対
象
者
の
方
に
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
自
己
負

担
割
合
を
記
載
し
た
「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」
を
７
月
中
旬
に
発

送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

介護に関するご相談はお近くの 
地域包括支援センターへ

かんえつ
脚折145-1関越病院南館1階
☎285・7877
いちばんぼし
藤金871-3つるがしま中央交流セン
ター内　☎279・0777
ぺんぎん
上広谷5-1プラザイン上広谷1階
☎271・5123
いきいき
三ツ木16-1市役所1階
☎227・6171
受付時間　平日・土曜
日8時30分 ～17時15
分（ぺんぎんのみ17時
30分） 詳細はこちら

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

保険料段階 対象となる方 保険料(年額)

第1段階 ・生活保護受給者および老齢福祉年金受給者
・市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 1万6200円

第2段階 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方 2万7000円

第3段階 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 3万7800円

第4段階 世帯課税で本人非課税、かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下
の方 4万3200円

第5段階 世帯課税で本人非課税、かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超
える方 5万4000円

第6段階 本人市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 6万2100円

第7段階 本人市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 6万7500円

第8段階 本人市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 7万2900円

第9段階 本人市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 7万8300円

第10段階 本人市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 8万3700円

第11段階 本人市民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 8万9100円

第12段階 本人市民税課税で合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方 9万4500円

第13段階 本人市民税課税で合計所得金額が1000万円以上の方 9万9900円

17� Tsurugashima　2022.7

市政情報

　
様
々
な
困
難
に
直
面
し
た
方
々

の
生
活
・
暮
ら
し
を
支
援
す
る
た

め
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対

し
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
お
よ
び
受
給
方
法（
本
給
付

金
支
給
済
世
帯
は
対
象
外
）

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等

割
が
新
た
に
非
課
税
と
な
っ
た
世

帯（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

者
の
扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る

世
帯
は
除
く
）

　
令
和
４
年
６
月
１
日
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
世
帯
単
位

で
、
令
和
４
年
度
住
民
税
課
税
状

況
お
よ
び
本
給
付
金
の
支
給
状
況

を
確
認
の
上
、
令
和
３
年
度
非
課

税
世
帯
分
ま
た
は
家
計
急
変
世
帯

分
の
い
ず
れ
の
支
給
も
受
け
て
い

な
い
令
和
４
年
度
非
課
税
世
帯
に

確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。
対
象

要
件
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
の

上
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯

　
①
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
令

和
４
年
１
月
以
降
に
収
入
が
減
少

し
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

相
当（
※
）と
な
っ
た
世
帯

※
　
世
帯
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年

収
見
込
額（
令
和
４
年
１
月
以
降

の
任
意
の
１
か
月
収
入
×
12
）が

住
民
税
均
等
割
非
課
税
水
準
以
下

で
あ
る
こ
と（
適
用
さ
れ
る
限
度

額
は
別
表
参
照
）

　
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
書
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
担
当
窓
口

で
配
付
し
て
い
る
も
の
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

支
給
額
　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

（
１
世
帯
１
回
限
り
、
①
・
②
の

重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

申
請
期
限
　
９
月
30
日
㈮
ま
で

提
出
先
・
問
合
先
　
福
祉
政
策
課

給
付
金
担
当

別表　住民税非課税相当収入限度額表
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額

単身または扶養親族がいない場合 93万円

配偶者・扶養親族

1人を扶養している場合 137万8000円
計2人を扶養している場合 168万円
計3人を扶養している場合 209万7000円
計4人を扶養している場合 249万7000円

※　生活保護基準の級地区分3級地の場合の例です(鶴ヶ島市の級別金額)
※　障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の額は204万4000円未満です
(これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します)

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します  

問合先　福祉政策課給付金担当

高齢者等外出応援ショップを 
ご利用ください

問合先　健康長寿課高齢者福祉担当

　
高
齢
者
等
外
出
応
援
シ
ョ
ッ
プ

は
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
皆
さ
ん

が
楽
し
く
お
出
か
け
で
き
、
趣
味

や
楽
し
み
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、

い
き
い
き
と
豊
か
な
生
活
を
送
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ

ン
の
「
特
別
乗
車
証
」
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
割
引
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
を
協
賛
店
に
実
施
し
て
い
た
だ

け
る
「
優
待
制
度
」
で
す
。
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

水切りでごみの減量にご協力を！

問合先　生活環境課環境推進担当

　
高
倉
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
燃

や
す
ご
み
の
約
50
％
が
水
分
で

す
。「
生
ご
み
」
の
水
分
を
減
ら

す
こ
と
で
「
生
ご
み
」
の
臭
い
防

止
と
ご
み
の
減
量
・
Ｃ
Ｏ
２
削
減

に
役
立
ち
ま
す
。 

簡
単
に
で
き
る
水
切
り
参
考
例

○
野
菜
な
ど
は
、
い
ら
な
い
皮
な

ど
を
む
い
て
か
ら
洗
い
、
い
ら
な

い
皮
な
ど
は
濡
ら
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。 

○
三
角
コ
ー
ナ
ー（
水
切
り
ネ
ッ

ト
な
ど
）に
は
、
水
気
の
あ
る
も

の
だ
け
を
入
れ
、
水
気
の
な
い
も

の
は
ほ
か
の
ご
み
袋
に
直
接
入
れ

る
な
ど
、
余
分
な
水
分
を
吸
わ
せ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
ご
み
を
出
す
前
に
、
三
角
コ
ー

ナ
ー
や
水
き
り
ネ
ッ
ト
な
ど
の
生

ご
み
を
、
手
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

底
の
部
分
な
ど
で
押
し
つ
ぶ
し
た

り
、
振
っ
た
り
し
て
、
水
切
り
を

十
分
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
日
に
干
す
な
ど
し
て
乾
燥
さ
せ

る
と
、
よ
り
良
い
で
し
ょ
う
。

　
少
し
ず
つ
で
も
一
人
ひ
と
り
が

取
り
組
む
こ
と
で
、
環
境
へ
の
負

荷
を
減
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

高
齢
者
や
障
害
者
の
外
出
を
応
援

し
て
い
た
だ
け
る
協
賛
店
を
募
集

し
て
い
ま
す

対
象
　
市
内
の
店
舗
・
事
業
所 対象店舗一覧

はこちら
協賛店募集の
詳細はこちら
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様
々
な
困
難
に
直
面
し
た
方
々

の
生
活
・
暮
ら
し
を
支
援
す
る
た

め
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対

し
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
お
よ
び
受
給
方
法（
本
給
付

金
支
給
済
世
帯
は
対
象
外
）

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等

割
が
新
た
に
非
課
税
と
な
っ
た
世

帯（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

者
の
扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る

世
帯
は
除
く
）

　
令
和
４
年
６
月
１
日
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
世
帯
単
位

で
、
令
和
４
年
度
住
民
税
課
税
状

況
お
よ
び
本
給
付
金
の
支
給
状
況

を
確
認
の
上
、
令
和
３
年
度
非
課

税
世
帯
分
ま
た
は
家
計
急
変
世
帯

分
の
い
ず
れ
の
支
給
も
受
け
て
い

な
い
令
和
４
年
度
非
課
税
世
帯
に

確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。
対
象

要
件
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
の

上
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯

　
①
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
令

和
４
年
１
月
以
降
に
収
入
が
減
少

し
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

相
当（
※
）と
な
っ
た
世
帯

※
　
世
帯
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年

収
見
込
額（
令
和
４
年
１
月
以
降

の
任
意
の
１
か
月
収
入
×
12
）が

住
民
税
均
等
割
非
課
税
水
準
以
下

で
あ
る
こ
と（
適
用
さ
れ
る
限
度

額
は
別
表
参
照
）

　
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
書
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
担
当
窓
口

で
配
付
し
て
い
る
も
の
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

支
給
額
　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

（
１
世
帯
１
回
限
り
、
①
・
②
の

重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

申
請
期
限
　
９
月
30
日
㈮
ま
で

提
出
先
・
問
合
先
　
福
祉
政
策
課

給
付
金
担
当

別表　住民税非課税相当収入限度額表
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額

単身または扶養親族がいない場合 93万円

配偶者・扶養親族

1人を扶養している場合 137万8000円
計2人を扶養している場合 168万円
計3人を扶養している場合 209万7000円
計4人を扶養している場合 249万7000円

※　生活保護基準の級地区分3級地の場合の例です(鶴ヶ島市の級別金額)
※　障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の額は204万4000円未満です
(これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します)

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します  

問合先　福祉政策課給付金担当

高齢者等外出応援ショップを 
ご利用ください

問合先　健康長寿課高齢者福祉担当

　
高
齢
者
等
外
出
応
援
シ
ョ
ッ
プ

は
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
皆
さ
ん

が
楽
し
く
お
出
か
け
で
き
、
趣
味

や
楽
し
み
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、

い
き
い
き
と
豊
か
な
生
活
を
送
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ

ン
の
「
特
別
乗
車
証
」
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
割
引
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
を
協
賛
店
に
実
施
し
て
い
た
だ

け
る
「
優
待
制
度
」
で
す
。
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

水切りでごみの減量にご協力を！

問合先　生活環境課環境推進担当

　
高
倉
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
燃

や
す
ご
み
の
約
50
％
が
水
分
で

す
。「
生
ご
み
」
の
水
分
を
減
ら

す
こ
と
で
「
生
ご
み
」
の
臭
い
防

止
と
ご
み
の
減
量
・
Ｃ
Ｏ
２
削
減

に
役
立
ち
ま
す
。 

簡
単
に
で
き
る
水
切
り
参
考
例

○
野
菜
な
ど
は
、
い
ら
な
い
皮
な

ど
を
む
い
て
か
ら
洗
い
、
い
ら
な

い
皮
な
ど
は
濡
ら
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。 

○
三
角
コ
ー
ナ
ー（
水
切
り
ネ
ッ

ト
な
ど
）に
は
、
水
気
の
あ
る
も

の
だ
け
を
入
れ
、
水
気
の
な
い
も

の
は
ほ
か
の
ご
み
袋
に
直
接
入
れ

る
な
ど
、
余
分
な
水
分
を
吸
わ
せ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
ご
み
を
出
す
前
に
、
三
角
コ
ー

ナ
ー
や
水
き
り
ネ
ッ
ト
な
ど
の
生

ご
み
を
、
手
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

底
の
部
分
な
ど
で
押
し
つ
ぶ
し
た

り
、
振
っ
た
り
し
て
、
水
切
り
を

十
分
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
日
に
干
す
な
ど
し
て
乾
燥
さ
せ

る
と
、
よ
り
良
い
で
し
ょ
う
。

　
少
し
ず
つ
で
も
一
人
ひ
と
り
が

取
り
組
む
こ
と
で
、
環
境
へ
の
負

荷
を
減
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

高
齢
者
や
障
害
者
の
外
出
を
応
援

し
て
い
た
だ
け
る
協
賛
店
を
募
集

し
て
い
ま
す

対
象
　
市
内
の
店
舗
・
事
業
所 対象店舗一覧

はこちら
協賛店募集の
詳細はこちら
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あなたは水害にどう備えますか

問合先　危機管理課防災危機管理担当 

　
近
年
の
異
常
気
象
に
よ
り
全
国
各
地

で
集
中
豪
雨
や
台
風
な
ど
大
規
模
な
水

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。万
一
に
備
え
、

「
鶴
ヶ
島
市
内
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」

を
再
確
認
す
る
な
ど
落
ち
着
い
て
行
動

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

市
の
水
害
に
お
け
る
避
難

　
市
内
の
一
部
地
域
で
道
路
冠
水
や
床

下
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
害

で
家
屋
が
全
壊
す
る
よ
う
な
被
害
は
想

定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
事
前
に
安
全
な

親
族
・
知
人
宅
に
避
難
す
る
こ
と
も
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
自
宅
で
避
難

　
自
身
と
自
宅
の
安
全
が
確
保
で
き
た

ら
、
自
宅
で
生
活
を
続
け
る
「
在
宅
避

難
」
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
親
族
・
知
人
宅
へ
避
難

　
水
害
は
、
気
象
予
報
な
ど
で
あ
る
程

度
予
測
可
能
で
す
。
あ
ら
か
じ
め
親
族

や
知
人
宅
に
避
難
す
る
な
ど
、
避
難
所

以
外
の
場
所
へ
の
避
難
も
検
討
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

③
垂
直
に
避
難

　
浸
水
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
も
、
自
宅

で
安
全
確
保
が
可
能
な
場
合
は
、
自
宅

の
２
階
以
上
へ
避
難
す
る
「
垂
直
避

難
」
を
お
願
い
し
ま
す
。
特
に
、
夜
間

や
豪
雨
時
の
外
へ
の
避
難
は
危
険
を
伴

い
、
二
次
災
害
と
な
る
可
能
性
も
あ
る

た
め
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

④
避
難
所
へ
避
難

　
自
宅
、
親
族
・
知
人
宅
へ
の
避
難
が

難
し
い
方
や
自
主
的
に
避
難
し
た
い
方

の
た
め
に
、
市
民
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に

「
自
主
避
難
所(

※)

」
を
開
設
し
ま
す
。

※
　
自
主
避
難
所
は
、
気
象
状
況
に
応

じ
て
、
開
設
施
設
を
決
定
し
ま
す
。
開

設
状
況
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
役

所
へ
の
電
話
な
ど
に
よ
り
、
事
前
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す

避
難
す
る
際
の
お
願
い

　
避
難
所
は
ホ
テ
ル
と
は
異
な
り
ま

す
。
避
難
し
た
方
も
役
割
を
分
担
し
、

避
難
所
運
営
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
大
災
害
発
生
時
は

市
の
備
蓄
品
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
持
参
で
き
る
も

の
は
持
参
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

普
段
か
ら
備
蓄
を

　
日
頃
か
ら
食
料
や
水
、
非
常
用
ト
イ

レ
袋
な
ど
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
在
宅

避
難
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
特
に
ト
イ

レ
の
問
題
は
見
落
と
し
が
ち
で
す
。
非

常
用
ト
イ
レ
袋
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
購
入
が
可
能
で
す
。
ぜ
ひ
備
蓄

し
ま
し
ょ
う
。

市
の
「
避
難
指
示
」
な
ど
の
発
令

　
坂
戸
市
内
を
流
れ
る
高
麗
川
が
は
ん

濫
し
た
場
合
に
羽
折
町
の
一
部
が
浸
水

す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は

高
麗
川
の
水
位
状
況
や
気
象
予
報
な
ど

の
情
報
を
も
と
に
判
断
し
、
緊
急
速
報

メ
ー
ル(

エ
リ
ア
メ
ー
ル)

や
防
災
行
政

無
線
な
ど
に
よ
り
避
難
指
示
な
ど
を
発

令
し
ま
す
。

　
内
水
は
ん
濫
は
、
短
時
間
で
状
況
が

変
化
す
る
た
め
、
避
難
指
示
な
ど
が
発

令
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
身
の
危

険
を
感
じ
た
ら
自
主
的
に
避
難
し
て
く

だ
さ
い
。

※
　
緊
急
速
報
メ
ー
ル(

エ
リ
ア
メ
ー

ル)

は
、
国
・
県
・
市
町
村
の
様
々
な

情
報
が
配
信
さ
れ
ま
す
。
鶴
ヶ
島
市
の

実
情
に
合
わ
な
い
情
報
を
受
信
す
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
メ
ー
ル
の
内
容
や

配
信
元
を
よ
く
確
認
し
て
行
動
し
ま
し

ょ
う

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
と

確
認
方
法
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
58
か
所
に
防
災
行
政
無
線

の
ス
ピ
ー
カ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
は
、
災
害
時
な
ど
に
市

民
の
皆
さ
ん
へ
広
く
周
知
が
必
要
な
情

報
を
伝
え
る
設
備
で
す
。
放
送
内
容
が

聞
き
取
り
づ
ら
い
方
の
た
め
に
、
情
報

提
供
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
登
録
・
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

つ
る
が
し
ま
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

　
登
録
し
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
あ
て
に

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
を
配
信
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
配
信
項
目
で
「
防

災
行
政
無
線
メ
ー
ル
」
を
選
択
す
る
と

放
送
と
同
時
に
メ
ー
ル
が
配
信
さ
れ
、

防
災
行
政
無
線
の
内
容
を
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
な
ど
の
携
帯
電
話
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
電
話
を
か
け
る
こ
と
で
、
防
災
行
政

無
線
の
放
送
内
容
を
自
動
音
声
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

☎
０
８
０
０・
８
０
０・
６
３
７
８(

無

料)　
０
５
０
で
始
ま
る
Ｉ
Ｐ
電
話
を
お
使

い
の
方
は
次
の
番
号
か
ら
お
願
い
し
ま

す
。

☎
２
７
１・１
７
１
７(

有
料)

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
市
ツ
イ
ッ
タ
ー

　
防
災
行
政
無
線
の
放
送
と
同
時
に
放

送
内
容
を
文
字
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

登録はこちら
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浄化槽の適切な管理で身近な水環境を守ろう 

問合先　生活環境課環境保全担当

　
浄
化
槽
は
、
衛
生
的
で
快
適
な

生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
で
あ
る

と
と
も
に
、
水
環
境
の
保
全
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
も
の

で
す
。
維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ

れ
な
い
と
正
常
な
機
能
が
発
揮
さ

れ
ず
、
悪
臭
や
騒
音
、
蚊
・
ハ
エ

の
発
生
な
ど
の
周
辺
の
生
活
環
境

へ
の
悪
影
響
や
、
水
質
汚
濁
の
原

因
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
浄
化
槽
法
で
は
、
浄

化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
３
つ
の
維
持
管
理
を
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検(

回
数
は
設
置
さ
れ

て
い
る
浄
化
槽
に
よ
る)

　
装
置

の
調
整
、
消
毒
薬
の
補
充 

※
　
埼
玉
県
登
録
業
者
は
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

②
清
掃(

回
数
は
年
１
回
以
上)

　

汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き 

※
　
許
可
業
者
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

③
法
定
検
査(

回
数
は
年
１
回
以

上)

　
機
能
診
断
、
水
質
検
査 

※
　
検
査
機
関
は
、
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会(

☎
０
４
８・６
４

９・５
１
５
１)

　
浄
化
槽
の
設
置
、
廃
止
、
管
理

者
変
更
・
構
造
な
ど
の
変
更
時
に

は
、市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
川
の
汚
れ
の
多
く
は
、
生
活
排

水
が
原
因
で
す
。
こ
れ
は
、
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
大
幅
に

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
市
で

は
、
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

(

設
置
費
用)

の
一
部
を
補
助
し
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額(

令
和
４
年
度
の
上
限

額)

　
５
人
槽 

72
万
２
０
０
０

円
、
７
人
槽 

80
万
４
０
０
０
円
、

10
人
槽 

93
万
８
０
０
０
円

申
請
期
限
　
12
月
28
日
㈬(

予
算

が
な
く
な
り
次
第
終
了)

手
続
き
　
転
換
す
る
浄
化
槽
が
環

境
配
慮
型
で
あ
る
こ
と
や
、
対
象

地
域
な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

着
工
前
に
交
付
申
請
書
の
提
出
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
着
工
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
種
届
出
な
ど
提
出
先

生
活
環
境
課
環
境
保
全
担
当

　
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け

る
こ
と
で
、
夏
休
み
中
の
児
童
・

生
徒
の
交
通
事
故
や
、
夏
の
解
放

感
か
ら
起
こ
る
交
通
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、「
夏
の
交
通
事
故
防

止
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
県
内
で
は
、
高
齢
者
の
死
亡
事

故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
今
年
５

月
末
時
点
の
交
通
事
故
死
傷
者

７
７
０
２
名
の
う
ち
、
高
齢
者
は

１
２
２
０
名
で
、
全
体
の
約
16
％

を
占
め
て
い
る
状
況
で
す
。
歩
行

中
や
自
転
車
走
行
中
の
事
故
が
非

常
に
多
い
た
め
、
道
路
を
横
断
す

る
と
き
は
必
ず
横
断
歩
道
を
渡

り
、
自
転
車
に
乗
る
と
き
は
ル
ー

ル
を
守
っ
て
安
全
運
転
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
ど
ん
な
と
き
も
、
安
全

確
認
が
と
て
も
大
切
で
す
。
危
険

か
ら
自
分
の
身
を
守
れ
る
よ
う
、

常
に
安
全
確
認
を
怠
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
信
号
機
の
な
い
横
断
歩
道
で

は
、
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
歩
行
者

が
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

時
停
止
を
怠
る
車
が
未
だ
に
み
ら

れ
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん

は
、
横
断
歩
道
に
歩
行
者
が
い
る

場
合
、必
ず
手
前
で
一
時
停
止
し
、

歩
行
者
の
横
断
を
妨
げ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
ド
ラ
イ

バ
ー
か
ら
す
る
と
、
歩
行
者
が
渡

る
の
か
渡
ら
な
い
の
か
判
断
し
づ

ら
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
歩

行
者
の
皆
さ
ん
は
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
操
作
し
な
が
ら
待
つ
な
ど

曖
昧
な
動
作
は
避
け
、
ド
ラ
イ
バ

ー
と
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
、

横
断
歩
道
で
は
手
を
上
げ
る
な

ど
、
渡
り
た
い
と
い
う
意
思
を
き

ち
ん
と
示
す
よ
う
に
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

実
施
期
間

７
月
15
日
㈮
～
24
日
㈰

運
動
重
点

交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
～
相
互
の
思

い
や
り
と
意
思
疎
通
を
～

街
頭
指
導

日
時
　
７
月
15
日
㈮
10
時
～

場
所
　
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
鶴
ヶ
島

店

夏の交通事故防止運動を実施します 

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

市HPはこちら

県登録業者は
こちら

毎年7月号に掲載していた「ふるさと納税などの寄附の活用」については、8月号に掲載します。



19	 Tsurugashima　2022.7

市政情報

浄化槽の適切な管理で身近な水環境を守ろう 

問合先　生活環境課環境保全担当

　
浄
化
槽
は
、
衛
生
的
で
快
適
な

生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
で
あ
る

と
と
も
に
、
水
環
境
の
保
全
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
も
の

で
す
。
維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ

れ
な
い
と
正
常
な
機
能
が
発
揮
さ

れ
ず
、
悪
臭
や
騒
音
、
蚊
・
ハ
エ

の
発
生
な
ど
の
周
辺
の
生
活
環
境

へ
の
悪
影
響
や
、
水
質
汚
濁
の
原

因
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
浄
化
槽
法
で
は
、
浄

化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
３
つ
の
維
持
管
理
を
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検(

回
数
は
設
置
さ
れ

て
い
る
浄
化
槽
に
よ
る)

　
装
置

の
調
整
、
消
毒
薬
の
補
充 

※
　
埼
玉
県
登
録
業
者
は
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

②
清
掃(

回
数
は
年
１
回
以
上)

　

汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き 

※
　
許
可
業
者
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

③
法
定
検
査(

回
数
は
年
１
回
以

上)

　
機
能
診
断
、
水
質
検
査 

※
　
検
査
機
関
は
、
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会(

☎
０
４
８・６
４

９・５
１
５
１)

　
浄
化
槽
の
設
置
、
廃
止
、
管
理

者
変
更
・
構
造
な
ど
の
変
更
時
に

は
、市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
川
の
汚
れ
の
多
く
は
、
生
活
排

水
が
原
因
で
す
。
こ
れ
は
、
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
大
幅
に

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
市
で

は
、
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

(

設
置
費
用)

の
一
部
を
補
助
し
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額(

令
和
４
年
度
の
上
限

額)
　
５
人
槽 

72
万
２
０
０
０

円
、
７
人
槽 

80
万
４
０
０
０
円
、

10
人
槽 
93
万
８
０
０
０
円

申
請
期
限
　
12
月
28
日
㈬(

予
算

が
な
く
な
り
次
第
終
了)

手
続
き
　
転
換
す
る
浄
化
槽
が
環

境
配
慮
型
で
あ
る
こ
と
や
、
対
象

地
域
な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

着
工
前
に
交
付
申
請
書
の
提
出
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
着
工
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
種
届
出
な
ど
提
出
先

生
活
環
境
課
環
境
保
全
担
当

　
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け

る
こ
と
で
、
夏
休
み
中
の
児
童
・

生
徒
の
交
通
事
故
や
、
夏
の
解
放

感
か
ら
起
こ
る
交
通
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、「
夏
の
交
通
事
故
防

止
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
県
内
で
は
、
高
齢
者
の
死
亡
事

故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
今
年
５

月
末
時
点
の
交
通
事
故
死
傷
者

７
７
０
２
名
の
う
ち
、
高
齢
者
は

１
２
２
０
名
で
、
全
体
の
約
16
％

を
占
め
て
い
る
状
況
で
す
。
歩
行

中
や
自
転
車
走
行
中
の
事
故
が
非

常
に
多
い
た
め
、
道
路
を
横
断
す

る
と
き
は
必
ず
横
断
歩
道
を
渡

り
、
自
転
車
に
乗
る
と
き
は
ル
ー

ル
を
守
っ
て
安
全
運
転
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
ど
ん
な
と
き
も
、
安
全

確
認
が
と
て
も
大
切
で
す
。
危
険

か
ら
自
分
の
身
を
守
れ
る
よ
う
、

常
に
安
全
確
認
を
怠
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
信
号
機
の
な
い
横
断
歩
道
で

は
、
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
歩
行
者

が
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

時
停
止
を
怠
る
車
が
未
だ
に
み
ら

れ
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん

は
、
横
断
歩
道
に
歩
行
者
が
い
る

場
合
、必
ず
手
前
で
一
時
停
止
し
、

歩
行
者
の
横
断
を
妨
げ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
ド
ラ
イ

バ
ー
か
ら
す
る
と
、
歩
行
者
が
渡

る
の
か
渡
ら
な
い
の
か
判
断
し
づ

ら
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
歩

行
者
の
皆
さ
ん
は
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
操
作
し
な
が
ら
待
つ
な
ど

曖
昧
な
動
作
は
避
け
、
ド
ラ
イ
バ

ー
と
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
、

横
断
歩
道
で
は
手
を
上
げ
る
な

ど
、
渡
り
た
い
と
い
う
意
思
を
き

ち
ん
と
示
す
よ
う
に
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

実
施
期
間

７
月
15
日
㈮
～
24
日
㈰

運
動
重
点

交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
～
相
互
の
思

い
や
り
と
意
思
疎
通
を
～

街
頭
指
導

日
時
　
７
月
15
日
㈮
10
時
～

場
所
　
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
鶴
ヶ
島

店

夏の交通事故防止運動を実施します 

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

市HPはこちら

県登録業者は
こちら

毎年7月号に掲載していた「ふるさと納税などの寄附の活用」については、8月号に掲載します。
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50周年記念ポーズ
左からさかぼう・つるぼう

消防情報119トピックス「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」(2022年度全国統一防火標語)

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部☎281・3119 

消
防
組
合
発
足
50
周
年
『
消
防
イ
メ
ー

ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
!?
』

　
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
で
は
、
こ

の
度
、
組
合
発
足
50
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、『
消
防
イ
メ

ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
さ
か
ぼ
う
・
つ
る

ぼ
う
』
の
50
周
年
記
念
ポ
ー
ズ
を
作
成

し
ま
し
た
。
こ
の
ポ
ー
ズ
は
、
消
防
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

啓
発
品
や
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
!?

　
50
周
年
を
記
念
し
て
作
成
し
た
啓
発

品
を
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
配
布
す
る
予
定

で
す
。『
消
防
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
さ
か
ぼ
う
・
つ
る
ぼ
う
』
も
、
形
を

変
え
て
新
し
い
姿
で
誕
生
予
定
！
ど
ん

な
姿
で
登
場
す
る
か
、
楽
し
み
に
お
待

ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
毎
年
夏
休
み
に
は
、
管
内
の

小
学
生
な
ど
を
対
象
に
『
防
火
ポ
ス
タ

ー
』
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
見
事
優
秀

作
品
等
に
選
ば
れ
た
児
童
に
は
、
特
別

な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す

の
で
、
今
後
も
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組

合
か
ら
目
を
離
さ
ず
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

やYouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

新
採
用
職
員
活
躍
中
！

　
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
で
は
、
４

月
１
日
に
新
採
用
職
員
９
名
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
の
中
か
ら
、
２
名
の
消
防
士

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
山や
ま
ぐ
ち口

　
雅ま
さ
や矢
消
防
士

　
４
月
か
ら
約
１
か
月
行
わ
れ
た
新
採

用
職
員
基
礎
教
育
訓
練
を
終
え
、
５
月

か
ら
配
属
先
で
の
当
直
勤
務
が
始
ま
り

ま
し
た
。
訓
練
や
事
務
を
行
う
中
で
、

充
実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
多
種
多
様
な
災
害
現
場
に

対
応
で
き
る
知
識
や
技
術
を
身
に
つ

け
、
市
民
の
方
々
の
期
待
に
こ
た
え
ら

れ
る
消
防
士
と
な
れ
る
よ
う
日
々
精
進

し
、
将
来
は
特
別
救
助
隊
員
を
目
指
し

て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
佐さ

さ

き
々
木
　
洸こ
う
消
防
士

　
こ
の
春
、
私
は
幼
少
の
頃
か
ら
憧
れ

て
い
た
消
防
職
員
に
な
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
安

全
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
日
々
の
訓

練
に
励
み
、
知
識
・
技
術
を
高
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
ま
ち
で
、

こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
仕

事
を
通
じ
て
恩
返
し
が
出
来
る
よ
う
精

進
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

YouTube

で
公
開
し
ま
す
！

　
新
採
用
職
員
の
１
か
月
の
訓
練
風

景
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
消
防
組
合

YouTube
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
て

い
き
ま
す
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度

鶴
ヶ
島
市
消
防
団
役
員
紹
介

団
長
　
　
　
　
瀧た
き
し
ま嶋

　
正ま
さ
の
り紀

副
団
長
　
　
　
内う

ち
の野

　
和か
ず
ひ
ろ浩

副
団
長
　
　
　
中な

か
じ
ま嶋

　
健け
ん
じ治

指
導
部
長
　
　
清せ

い
の野

　
浩こ
う
す
け祐

指
導
部
長
　
　
齊さ

い
と
う藤

　
真ま
さ
ひ
ろ宏

女
性
部
部
長
　
辻つ

じ
　
恵え

み美

第
一
分
団
長
　
登と

さ
か坂

　
一か
ず
ひ
こ彦

第
二
分
団
長
　
小こ

ぶ
な鮒

　
勇ゆ
う
す
け介

第
三
分
団
長
　
池い

け
だ田

　
貴た
か
ひ
ろ弘

第
四
分
団
長
　
山や

ま
だ田

　
吉よ
し
の
り徳

※
　
敬
称
略

消防組合HPは
こちら

消防組合YouTube
はこちら

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第2期
◆国民健康保険税第1期
◆介護保険料第1期
◆後期高齢者医療保険料第1期

「サマーカーニバルin鶴ヶ島」
は中止します

毎年7月に開催している「サマーカ
ーニバルin鶴ヶ島」は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止と諸情勢
を考慮した結果、本年も開催を中
止することとしました。
問　サマーカーニバル実行委員会
(鶴ヶ島市商工会)☎287・1255

歯の冊子をいただきました

坂戸鶴ヶ島歯科医師会から、大切
な歯と口の健康に関心を持っても
らえるよう、市内の小学校1年生に、
1人1冊ずつ「わたしの歯っぴーフ
ァイル」を寄附していただきまし
た。ありがとうございました。
問　学校教育課学務担当

Infor-
mation募　　集

展覧会用「緑のカーテン」の作品

緑のカーテンは、つる性の植物を
窓の外にはわせた植物のカーテン
です。夏の強い日差しを和らげ、
葉の蒸散作用により周囲の温度を
下げてくれるので、カーテンから
涼しい風が流れ込み室温の上昇を
抑えてくれます。また、冷房の使
用抑制による省エネルギー効果、
建物に熱を蓄積させないことによ
るヒートアイランド緩和の効果が
期待できます。
市内の家庭や事業所でも、緑のカ
ーテンに取り組んでいます。この
取組に対して、より多くの市民の
皆さんに関心を持っていただき、
広く普及することを目的として、
昨年に引き続き「緑のカーテン展
覧会」を開催します（第7回）。緑の
カーテンに関する「写真」「絵」「簡
単な工作物(ひょうたんに絵を描く
)」などの作品をお寄せください。
この夏、植物の力で涼しい夏を過
ごしましょう。
申　応募用紙に必要事項を記入し、
9月5日(月)から11月4日(金)まで
に、作品を生活環境課または若葉
駅前出張所、市民センターへ提出
してください。
※　展覧会・情報交換会は市役所
で12月に開催予定です
他　詳しくは、生活環境課または若
葉駅前出張所、市民センターに備
え付けの応募用紙をご覧ください。
問　みどりかぜ事務局☎080・548
9・3010(前田)、生活環境課環境
保全担当

つるバス・つるワゴンのお得な
「企画券」で出かけてみませんか？

夏休み期間中、つるバス・つるワ
ゴン全路線で小学生が乗り降り自
由となる企画券(フリー乗車券)を
販売します。夏休みのお出かけに
は、お得で便利なフリー乗車券を
ぜひご活用ください。
【こども夏休みフリー乗車券】
対　小学生
販売期間および有効期間
7月20日(水)～8月31日(水)
※　期間中はフリー乗車が可能
料　500円
【1日フリー乗車券】
対　どなたでも
販売期間
通年(12月29日から1月3日を除く)
利用可能日
・7月20日(水)～8月31日(水)
・上記期間外の土・日曜日および祝
日(12月29日から1月3日を除く)
※　利用日を指定の上、購入
有効期間
利用日当日限り、フリー乗車が可
能
料　大人(中学生以上)500円、
小学生200円
【販売場所】
「こども夏休みフリー乗車券」「1日
フリー乗車券」ともに、つるバス・
つるワゴンの車内、東武バスウエ
スト坂戸営業所およびつるワゴン
運行事業者の営業所で販売してい
ます。
問　都市計画課交通政策担当

詳細はこちら

・つくし幼稚園          ・武蔵野幼稚園 

   （０４９‐２８６‐０４４０）   （０４９‐２８５‐２２６７） 

・鶴ヶ島めぐみ幼稚園       ・かみひろや幼稚園 
    （０４９‐２８６‐１１５０）   （０４９‐２８６‐４５１８）

 

・若葉台幼稚園          ・つるがしま白百合幼稚園（認定こども園） 

   
（０４９‐２８５‐４３５１）   （０４９‐２８５‐１０２０）

 

満３歳になったら鶴ヶ島市の幼稚園へ！ 

お気軽に各園にお問合せください。 

子 ど も た ち に 

未 来 の 輪 を ！ 

< 鶴ヶ島私立幼稚園協会 > 

広告




